
 

   山口労働局監督課 

報告事項 

  

 山口労働局では、「物流 2024 年問題」の解決に向け、「やまぐち物流 2024 年問題の解決に

向けた共同宣言」（令和６年３月 26 日採択）に基づき、各種取組を進めておりますが、その

うち３事例について報告いたします。 

 

①「物流 2024 年問題」に関する荷主アンケートの実施について 

    「物流 2024 年問題」の解決には、トラック運送を利用する事業者（以下「荷主」という。）

の理解と解決に向けた取組が重要となることから、自動車運転者の時間外労働の上限規制

が適用された 2024 年４月以降の荷主の具体的な取組状況や今後の課題等を把握する目的で、

県内の労働者 50 名以上の製造業（418 社）等の事業場を対象にアンケート調査を実施し、

その結果を取りまとめました（別添１参照）。 

   今後、山口労働局として、関係団体に周知を図る予定としています。 

 

② ベストプラクティス企業について 

11 月の「過重労働解消キャンペーン月間」において、「物流 2024 年問題」の解決に向けて

発着荷主である武田薬品工業と協力し、長時間労働の削減、女性活躍推進、働き方改革に積

極的に取り組む株式会社光運送をベストプラクティス企業として選定し、山口運輸支局長を

加えた４者（労働局長・運輸支局長・武田薬品工業・光運送）による意見交換を実施し、具

体的な取組事例をヒアリングの上、報道機関等を通じて広く紹介しました（別添２参照）。 

 

③ 「物流 2024 年問題」の解決に向けた荷主や一般利用者への周知について 

   自動車運転者については、取引慣行等の事情を要因とする長時間労働が認められること

から、荷主といった取引関係者、ひいては国民全体の理解を得ることが課題であることから、

山口労働局独自リーフレット「国民の生活になくてはならない物流をみんなで支えましょ

う」を作成し、事業者団体等（70 団体）及び県内各市町村を通じ、一般利用者（消費者）に

対し、物流が果たしている役割の重要性やその危機的な状況、持続可能な物流のために各々

が取り組める事項について周知を図りました（別添３参照）。 

 

 第 18 回（前回）の地方協議会で説明しました「トラック運転者の労働時間の取扱い」の周

知につきまして、山口労働局独自リーフレット「トラック運送事業者・トラック運転者の皆様

へ」を作成し、山口労働局ホームページへ掲載するとともに、各労働基準監督署において労働

相談や監督指導時に配付する等、あらゆる機会を通じて周知を図っていることについて、報告

いたします（別添４参照）。 
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